
釧路地方裁判所北見支部における労働審判の実施を求める意見書 

 

平成１８年４月に始まった労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた

労働関係に関する紛争を、裁判所において、迅速、適正かつ実効的に解決することを

目的とした制度であり、制度の導入以来、全国的に労働審判事件の申立件数は増加し

ている。 

しかしながら、釧路地方裁判所管内においては、労働審判事件を取り扱っている裁

判所は釧路地方裁判所本庁のみである。そのため、北見地域、網走地域の住民または

企業が労働審判事件の申立てを行うためには、本庁のある釧路市まで出向かなければ

ならず、広大な面積を有する当地域においては、時間的、経済的な負担を強いられる

ことから、申立ての障害となっていることが推測される。 

国民に対する司法サービスの提供は、地域間で格差があってはならず、裁判を受け

る権利（憲法第３２条）を実質的に保障するためには、地方裁判所の支部において取

り扱うことができる事件を拡大することが必要である。 

よって、国においては、地域における司法の充実を図るため、次の事項について措

置を講じるよう強く要望する。 

 

記 

 

釧路地方裁判所北見支部において、北見支部及び網走支部管内の住民、企業を対象

とする労働審判事件の取扱いを開始するとともに、必要な裁判官及び裁判所職員の増

員並びに施設の整備を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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